


専用の鍵付きボックスに投入するだけ
定期的に裁断にお伺いします

決算後や年度始め等、大量排出時に対応します

リサイクルできないファイル、紐綴じ、添付資料などの作業も
別途請け負います

お客様の立会いで裁断

裁断直後に裁断証明書を発行します
後日、リサイクル証明書をお送りします

～お客様のニーズにお応えします～

　　　　（※中小企業向け／ご要望があれば貸出します）

（安心な廃棄）



　事業を通して責任感を育てる

　その他就労移行支援としての活動内容　 （一部抜粋）

　就労移行支援とは

 当事業で取り扱う書類は、お客様方の機密が含まれる非常に重要なものです。 

徹底した機密管理システムのもとで事業を行うことはもちろん、作業員各人が常に危機意

識と緊張感をもって作業にあたることが必要となります。書類の回収から裁断・移送・処理

までの工程に携わる全作業員に、この意識を共有してもらうことで、各人の仕事に対する

責任感が育てられていくことを望んでいます。 

 また、実際にお客様のもとへ出張し作業にあたり、古紙をトイレットペーパーにして地域

の皆様へと届ける一連の流れの中で、社会や地域との繋がりを感じとってもらうことも事

業の目的として掲げています。 

 障がいがある方々の就職に向けた包括的な支援を行います。周囲との協調性や仕事へ

の責任感を育てることに主眼を置き、飯田下伊那を中心とした企業様方からご協力をいた

だきながら、技術と精神の向上を図ります。単に「就職先を探し斡旋する」という支援では

なく、その人らしさを尊重しながら、就職後や支援終了後に、自律した社会人として継続し

て物事にあたれる人材育成を支援の根幹に据えています。 

 当法人独自の理念として、地域との関わりを通して「循環型の社会」と、その一員として

「社会参加」していくことの意識を高める活動を思索しています。 （下記活動内容を参照） 

  

 

 

                    
資源物回収 

ペレット製作 

オリジナルの 

トイレットペーパー製作 

果物加工 

木工 



特殊な大型シュレッダーを搭載した専用車でお客様の所へお伺いして

目の前で裁断と回収をいたします。

お客様の作業負担が軽減

処理の比較

排出事業者 ｵﾌｨｽｼｭﾚｯﾀﾞｰ ゴミ化 

排出事業者 機密書類回収 

裁断作業 

古紙ヤード 

製紙会社 

ﾘｻｲｸﾙ製品 

裁断証明書 機密抹消・ﾘｻｲｸﾙ

お客様の作業内容 当法人の作業内容 

【現状の処理】 

【OSSでの処理】 

保管ボックス 

機密書類 

機密書類 

ゴミ処理場 



　　　ご希望された現地へ出張し、個人情報・機密情報をお客様の目前で物理的破壊

　　　情報漏えいのリスクなく、最も安心してご利用いただけるサービスです

　　　ご予算の都合やトラックの停車スペース、作業時の騒音等で現地での裁断が困難なお客様向け

　　　出張裁断同様、情報漏えいへの対応は徹底させていただきます

出 張 裁 断 サービ ス 

引 取 裁 断 サービス 

Step3 : リサイクル処理 
 

Step1 : 出張 

お客様の会社・施設 

Step2 : 裁断作業 

裁断 
溶解処理施設 

 （製紙会社） 

(1) 事前に詳細を打ち合わせ。 

(2) サービス実施日時にお客様

ご指定の場所へ出張。 

(1) 対象書類の運び出し。  

(2) お客様の目前で実施重量の計

量。 

(3) 車中裁断室でシュレッダー作業。 

(4) 作業終了後、周辺の安全確認及

び清掃作業。 

(1) 裁断紙片を回収拠点へ持込

み。  

(2) 製紙工場へ持込み、リサイク

ル処理。 

(3) 溶解証明書発行。 

 

Step3 : リサイクル処理 
 

Step1 : 引取 

お客様の会社・施設 

Step2 : 裁断作業 

裁断 
溶解処理施設 

 （製紙会社） 

(1) 事前に詳細を打ち合わせ。 

(2) サービス実施日時にお客様ご指

定の場所へ出張。 

(3) 対象書類の運び出し。  

(4) お客様の目前で実施重量の計

量。 

(5) 作業終了後、周辺の安全確認

(1) くれよんの事業所へ引取・運

搬が完了し次第、裁断室でシュ

レッダー作業。 

 

(1) 裁断紙片を回収拠点へ持込

み。  

(2) 製紙工場へ持込み、リサイク

ル処理。 

(3) 溶解証明書発行。 

 

当事業所敷地 



　以下のもの（禁忌品）が混入すると集めた古紙が再生資源としてリサイクル
できなくなります。古紙の中に混入しないよう十分注意をしてください。

　禁忌品か分からない時は、作業時に作業員にご相談ください。

※代表的な禁忌品については次ページでご確認ください

    
 

    ・ FAXの感熱紙 

    ・ カーボン紙、ノーカーボン紙 

    ・ 窓付封筒 （窓のフィルムを取り除けばOK） 

    ・ 油紙 

    ・ 写真 

    ・ 紙コップ （ワックス加工してあるもの） 

    ・ ビニールコート紙 

    ・ 糊付きラベルやステッカー 

    ・ 合成紙 

    ・ 紙以外の素材が付着しているもの 

    
 

    ・ ポリ袋 

    ・ 発泡スチロール 

    ・ 銀紙 

    ・ ガムテープ 

    ・ セロハン 

    ・ ワッペン 

    ・ ゴム、輪ゴム 

    ・ ファイルの金具 

    ・ プラスチック類 

    ・ ダブルクリップ （ゼムクリップ、ホチキス針程度はそのままでOK） 

   紙類の禁忌品 

   紙類以外の禁忌品 



代表的な禁忌品 

ゼムクリップやホッチキスはそのままでOK 
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